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入 札 説 明 書 

 

工  事  名    令和８年度 吉野川市公共下水道地震対策第１工区工事 

工 事 箇 所     吉野川市鴨島町 
 
１ 入札の評価に関する基準 
   この工事の総合評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分は、次のとおりとする。 
 

①企業評価 

評価項目 評価基準 配点 得点 

施
工
実
績 

平成 28 年度以降の県
内における同種工事

に係る請負代金額実
績 
        

請負代金額が３，４００万円以上の実績が１件以
上あるもの 

5.0 
 

/ 5.0 
 

 

 

請負代金額が１，７００万円以上の実績が１件以
上あるもの 

3.0 

上記以外 0.0 

工
事
成
績 

令和３年度から令和
７年度の吉野川市に
おける工事成績評定

点（土木一式工事） 

             

 

 

80.0 点以上 20.0 / 20.0 

 77.5 点以上 80.0 点未満 17.5 

75.0 点以上 77.5 点未満 15.0 

72.5 点以上 75.0 点未満 12.5 

70.0 点以上 72.5 点未満 10.0 

67.5 点以上 70.0 点未満 7.5 

65.0 点以上 67.5 点未満 5.0 

65.0 点未満 0.0 

表
彰 

令和３年度以降に土

木一式工事に係る優
良工事表彰等 
             

大臣表彰、四国地方整備局若しくは中国四国農政局（局

長又は事務所長）、徳島県（知事、県土整備部長又は農

林水産部長）又は吉野川市長の表彰の実績が 2 件以上あ

ること 

2.0 

 

 

/ 2.0 

 

 

 

 

大臣表彰、四国地方整備局若しくは中国四国農政局（局

長又は事務所長）、徳島県（知事、県土整備部長又は農

林水産部長）又は吉野川市長の表彰の実績が 1 件あるこ

と 

1.0 

 

 

上記以外 0.0 

企
業
資
格 

ＩＳＯ、エコアクシ

ョン 21 の取得状況 
                

 

ＩＳＯ9001、14001 及びエコアクション 21 のいず

れかを取得等 

2.0 

 

/ 2.0 

 

 
上記以外 

 

0.0 
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②配置予定技術者の施工能力の評価 

評価項目 評価基準 配点 得点 

平成 28 年度以降に主任
（監理）技術者又は現場
代理人としての県内にお
ける同種工事の施工経験 

 

請負代金額が３，４００万円以上の施工経験が１件
以上あるもの 

5.0 
 

/ 5.0 

請負代金額が１，７００万円以上の施工経験が１件
以上あるもの 

3.0 
 

上記以外   0.0 

配置予定技術者の資格 

 

 

 

 

 

 

技術士（技術部門が建設部門、農業部門「農業農村
工学」、水産部門「水産土木」、森林部門「森林土
木」、又は総合技術監理部門（建設、農業「農業農
村工学」、水産「水産土木」又は森林「森林土木」））
又は１級土木施工管理技士の資格を有する者 

5.0 

 

/ 5.0 

 

 

１級土木施工管理技士補の資格を有する者 4.0 

１級建設機械施工（管理）技士又は２級土木施工管
理技士（土木）の資格を有する者 

3.0 

１級建設機械施工管理技士補の資格を有する者 
 

2.0 

２級建設機械施工（管理）技士の資格を有する者 1.0 

上記以外 0.0 

 

 
 ③地域精通度の評価 

評価項目 評価基準 配点 得点 

地域精通度 
営業所拠点の有無 

主たる営業所が鴨島町内にある 
 

3.0 /3.0 

上記以外 
 

0.0 

  
２  総合評価の方法 

予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者（失格となった者を除く。）に対して、次の方
法により算出される「評価値」をもって総合評価を行う。 

 
 評価値＝（標準点＋加算点）÷入札価格（単位：百万円） 

＝（100 点＋評価加算点）÷入札価格 
 

 標準点：入札価格の範囲内において仕様書等に記載された要求要件を実現できると認められる場 
合は 100 点の標準点を与える。 

 
 評価加算点：加算点については最大 15 点とし、評価項目、評価基準に基づき加算した評価点の合 
計を以下の算式により算出した値とする。 

   評価加算点＝（Ａ÷Ｂ）×加算点の最大値（15 点） 

Ａ＝貴社における評価点の合計 
Ｂ＝評価項目毎に定められた最大の評価点の合計 

 
なお、評価値は、小数第４位（小数第５位切り捨て）止めとする。 

加算点は、小数第１位（小数第２位四捨五入）止めとする。 



 - 3 -

『入札説明書』に係る留意事項等 

 
★この入札は、入札後審査方式一般競争入札により行うため、落札候補者として決定された者を除

き、原則として、提出された入札参加資格確認資料のみで入札参加資格の確認（審査）及び総合
評価を行うので、指定された様式等への記述に際し、次の内容を十分確認した上で、記述漏れ、
記述間違いのないよう注意すること。 

なお、審査は申請書等を印刷して行うので、申請書の各ページには、必ず「商号又は名称」を
記述すること。記述漏れとなったページにより、参加資格が確認できない場合については、無効、
評価基準が確認できない場合については、加算点の算出を行わないものとする。 

 
■企業評価 

・「工事成績」、「表彰」及び「企業資格」の評価項目については、「競争参加資格等確認申請書」
提出時に、表彰等が証明できる書類の PDF ファイルを添付すること。 

 
○評価項目（施工実績） 
・「同種工事」とは、国・県・市町村・法人税法(昭和 40 年法律第 34 号）別表第 1 に掲げる公共 
 法人又はこれらに準ずるものとして建設業法施行規則第 18 条で定める法人が発注した土木一式

工事であり、元請として入札公告日までに引き渡しが完了していること。 
○評価項目（表彰） 
・評価の対象となる表彰は、令和３年度からこの入札の公告日までの間に行われた表彰で、土木

一式工事に限り評価の対象とする。 
○評価項目（企業資格） 
・入札公告日における取得等の状況を評価する。 
・入札公告日において、有効期限切れの場合は評価対象外とするが、入札公告日に更新手続き中

（更新審査終了済）であり、かつ、落札候補者の段階で更新手続きが完了している場合には評
価する。 

 
■配置予定技術者の施工能力の評価 

・配置予定技術者は、開札日時点で雇用期間が１年未満の場合には、総合評価における配置予定
技術者の評価対象としないので注意すること。 

・配置予定技術者は、最大３名まで申請できるが、複数申請した場合は、加算点の最も低い者の
評価を採用するので注意すること。 

・配置予定技術者の評価は、工期の２分の１を超える期間において、現場代理人、監理技術者補佐、（特
例）監理技術者又は主任技術者として従事した経験を対象とする。 

・施工管理技士等保有資格の記載に当たっては、入札参加資格要件と評価基準に留意すること。 
・低入札価格調査制度に基づき、増員して配置した技術者として従事した工事の経験等は評価の

対象としない。 
○評価項目（配置予定技術者の資格） 
・１級施工管理技士補として評価するのは、この入札と同一の建設工事の種類において主任技術

者の資格（２級施工管理技士や 10 年以上の実務経験等）を有する者に限るため、保有する主任
技術者の資格を合わせて記載すること。 

 
■地域精通度の評価 

   ○評価項目（地域精通度） 
・「主たる営業所」とは、建設業法上の「主たる営業所」とする。 

 


